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     Ⅷ．新たな論究に向けて 

 　19 世紀後半期以降のドイツでは，資本主義
的工業化の進展と科学技術の発展，ヘーゲル主
義的形而上学の地盤沈下と自然科学的唯物論の
高揚，そして唯物史観に立脚するマルクス主義
の台頭という新たな時代状況が出現した。この
ような新たな時代の登場を背景にして，「カン
トに還れ」の標語に端的に表現されるカント再
発見の思想潮流が姿を現した。そして，この潮
流の中から，新たな時代がつきつける課題に対
峙可能な思想としてカント哲学を構築し直す
という思想方向が現れ出た。この新カント派
と呼ばれる思想方向を担ったのは，H. コーエ
ン（Hermann Cohen, 1842 ― 1918）を創始者と
するマールブルク学派と，W. ヴィンデルバン
ト（Wilhelm Windelband, 1848 ― 1915）と H. リッ
カート（Heinrich Rickert, 1863 ― 1936）等によっ
て代表される西南ドイツ（バーデン）学派であっ
た。 

 　コーエンは，『カントの経験理論（ Kants 
Theorie der Erfahrung ）』（1871 年），『純粋認
識の論理学（ Logik der reinen Erkenntnis ）』（1902
年），『純粋意志の倫理学（ Ethik des reinen 
Willens ）』（1904 年）等を発表し，根拠づける
という純粋思惟の根源的作用を基軸にして，物
自体と現象界，内容と形式といった，カント哲
学の二元論を乗り越える試みをおこなうと共
に，カント倫理学を適用して，人格の物格化こ
そ資本主義社会の根本矛盾であると主張した。
そして，コーエンは，この根本矛盾の克服をめ
ざして，倫理としての社会主義を提唱した。 
 　一方，西南ドイツ学派の哲学者たちは，真，
善，美などの超越的価値の当為的妥当を根拠
づける価値哲学の創造へ向かい，さらには，
この価値哲学にもとづいて，人間の精神的生
活を対象とする新たな科学を打ち立てようと
した。ヴィンデルバントの「歴史と自然科学
（Geschichte und Naturwissenschaft）」（1894
年）とリッカートの『自然科学的概念構成の限
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界（ Die Grenzen der naturwissenschaftlichen 
Begriffsbildung ）』（1896 ― 1902 年）には，こう
した学的試みが明確に表現されている。 （1）  
 　1896 年，マールブルク学派に属する法哲
学者，R. シュタムラー（Rudolf Stammler，
1856 ― 1938）によって，マルクス主義批判の
書『唯物史観による経済と法（ Wirtschaft 
und Recht nach der material is t i schen 
Geschichtsauffassung ）』が出版された。M. アー
ドラー（Max Adler, 1873 ― 1937）によれば，
シュタムラーが初めて「唯物史観に対するブル
ジョア学者世界の呪縛」を破り，「唯物史観と
の取り組み」を正面からおこなおうと努めると
共に，社会科学の領域に「純粋な認識批判的研
究」を導き入れた。『経済と法』は，E. ベルンシュ
タインの修正主義思想などに大きな影響を与え
た。M. ヴェーバー（Max Weber, 1864 ― 1920）
も，1904 年に発表した「客観性」論文で，こ
の書に批判的言及をおこなったし，さらには，
1906 年にこの書の第二（改訂）版が刊行され
ると，それに対する批判論文「R. シュタムラー
における唯物史観の「克服」」を執筆した。 
 　このように反響を呼んだ『経済と法』で，シュ
タムラーは，自然存在を対象とする存在科学と
しての自然科学の因果法則的方法では人間の精
神的社会生活はとらえられないと主張し，社会
生活を対象とする目的科学を論拠づけようと試
みた。このようなシュタムラーの科学観は，彼
独自の社会のとらえ方に支えられていた。すな
わち，シュタムラーによれば，社会を自然から
区別するメルクマールとは，「外的な規制」で
あり，しかも，この「外的な規制」の本質は，
社会目的（人間の共同的生活の正しき秩序）の
規範化とそれを達成すべしという命令にあっ
た。したがって，社会生活を対象とする科学
は，「外的な規制」をとおして達成されるべき
共同的生活の正しき目的に導かれて，目的論的
概念構成をおこなわなければ，社会を真にとら

えることができないのである。さらに，シュタ
ムラーは，この人間の共同的生活の正しき目的，
「社会生活の，無制約的な究極目的」として，「自
由に意欲する人間の共同体」というイデーを掲
げた。 （2） そして，このような社会理想主義の提
唱は，唯物史観は「社会的唯物論」であるとい
う，彼の唯物史観批判と相即的になされた。 
 　新カント派を担ったもう一方の学派である西
南ドイツ学派の哲学者たち，すなわち，ヴィン
デルバントとリッカートもまた，その価値哲学
を基礎にして，自然科学的方法の限界を論じ
た。ヴィンデルバントとリッカートは，存在と
当為（価値）のカント的二元論を，当為による
存在の規定という方向で揚棄しようとした。彼
らにとっての中心的問いは，いかにして普遍的
価値の妥当は可能かであり，これに答えるため
に，彼らは価値妥当の哲学を構築した。 
 　このような根本認識からすれば，人間の意識
の外部にこれを超越して客観的存在が実在する
こと，そして，この存在を意識が鏡のごとく正
確に映し出すところに真理が成り立つというこ
と，こうしたことは認められないことであっ
た。むしろ，真理は意識，すなわち，思考作用
そのものに求められなければならない。ヴィン
デルバントは，真理認識をこのように転換した
ものこそ，カントの批判的方法である，と強調
した。ここからさらに進んで，　ヴィンデルバ
ントは，意識がその思考作用をとおしてある命
題を真理としてとらえることは，この命題の真
理妥当を請求することに他ならない，と主張し
た。こうして，真理判断は妥当請求という，す
なわち「承認か拒否か」という実践の場へ引き
下ろされた。 
 　リッカートにおいても，こうした真理につい
ての把握の仕方は受け継がれた。リッカートに
とっては，真理とは，「自由にそして自律的に
価値を承認する，義務意識的な，意欲する主
体」 （3） が正しきものとして承認されるべきと要
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求する判断に他ならない。このことは真理価値
だけではなく，善，美などの価値にも当てはま
る。人間は意欲する主体として自分たちが共同
に意欲する価値の実現をめざす。この価値は普
遍的に承認されるべきものとしてすべての人々
に要求される，そのような価値である。リッカー
トにとって，社会生活とは，絶対的妥当を人々
に求める諸価値―文化価値―を人々が共同の事
柄として実現することなのである。このような
意味をこめて，リッカートは，社会を「人間的
文化生活」と名づけた。社会の本質がこのよう
なものであれば，社会は自然科学的概念構成に
よってはとらえられない。 
 　こうして，リッカートは，社会生活をとらえ
るための新たな科学として文化科学を確立する
のである。それは，「人間的文化生活」を導く
当為的価値による「価値関係づけ」という目的
論的方法によって，社会事象の意味理解を試み
る。しかも，このような科学の論拠づけから
は，自然科学の前提条件である価値関係の捨象
もまた評価主体による一つの評価であるという
結論が導き出されるのであり，リッカートにお
いて，自然科学はその基盤を揺るがされた。さ
らには，リッカートは，フィヒテ的立場に依拠
して，当為としての「人間的文化生活」の実現
のためには社会主義的政策が不可欠であると論
じた。 
 　このような新カント派の思想的営みは，学問
的世界を超えて，マルクス主義の陣営にも知的
刺激を与えた。オーストロ・マルクス主義と呼
ばれるマルクス主義思想の担い手たちに，カン
ト哲学と，そしてマッハ哲学の影響を読み取る
ことが可能であり，その中でももっとも強くカ
ント哲学の影響を受けた思想家が，M. アード
ラーであった。 （4）  
 　アードラーがカント哲学の影響を受けたのは
ギムナジウム時代であったが，その後，カント
哲学の研究を完成させる前に，アードラーはマ

ルクスを知り，その時からアードラーの中でカ
ントとマルクスとの取り組みが結び合わされ
た。アードラーのマルクス理解はカントをもっ
て深められ，逆に，カント理解がマルクスを
もって深められた。 （5）  
 　アードラーは，マルクスの学問的業績を人類
の知的伝統においてカントと並んで普遍的意義
を有するものだとみなした。アードラーによれ
ば，カントは形而上学と経験論に対する両面批
判をとおして，人間の自然経験についての全体
的把握をおこない，自然存在の客観的，普遍妥
当的認識を論拠づけた。これを可能にしたカン
ト独自の認識批判的方法が超越論的方法であっ
た。マルクスは，人間の社会存在の全体的把握
をめざす社会科学を構想した。しかも，この構
想には，人間の社会経験の可能性の条件につい
ての批判的反省が内包されていた，とアード
ラーは強調する。そして，この社会経験の可能
性の条件についての批判的反省こそ，マルクス
をカントに連結する契機であった。なぜなら，
カントの超越論的方法は，自然経験の可能性の
条件についての批判的考察に他ならなかったか
らである。こうして，アードラーは，カントの
自然認識の超越論的方法をもって社会認識の超
越論的方法を強化し，それを根拠にして，マル
クスによって着手された社会存在の科学の確立
を完成させようとする。このようなアードラー
の思想的試みは，新カント派の思想，特にシュ
タムラーの思想に対して批判的に対決するこ
と，そして，それと同時に，典型的にはシュタ
ムラーが批判の的とした客観主義的な機械論的
唯物史観からマルクス主義を脱却させることを
意図していた。アードラーのマルクス主義が，
K. カウツキーによって代表されるような客観
主義的，ないしは社会自然主義的なマルクス理
解とは大きく異なるものであったことは，明ら
かである。 （6）  
 　「カントとマルクスという二つの偉大な思考
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示したい。 
 　「カント追想」は「人格と持続」と題された
第一節から始まっている。そこには人間の本質
についてのアードラー自身の考えが投影されて
いる。 
 　カントという人格をとおして生成した精神的
創造物が持続的生命を有し，創造者の人格から
遠く離れて，「見渡しがたく多様な精神と心情」
に働きかけている。このことをどう理解したら
よいのか。こうアードラーは問いかけ，人格と
非人格的なるものとの深遠な弁証法を明るみに
出す。この「多様な精神と心情」に働きかけて
いるのは，歴史的意味における人格ではなく，
「人間精神一般の活動」に他ならない。 （7） すべて
の人格は「人間精神一般の活動」の具体的な場
としてそもそもの初めからこの「人間精神一般」
において関連づけられている。人格においてな
される精神的創造はこのような意味を持つので
あり，それだからこそ，「すべての思考する存
在の直接の精神的所有物」 （8） として感受される
のである。人間精神は，自我の形式においてし
か生きることができない。だからそれは人格の
刻印を受ける。しかし，人格をとおして創造さ
れたものは，非人格的なもの，客観的なものと
して，「多数者の精神そのものの所有物」 （9） とな
る。アードラーによれば，このような弁証法的
関係をわれわれに教示した人物こそが，カント
だった。カントは，自我とは「そこにおいて意
識一般が可能となるところの必然的形式以外の
何ものでもない」と，われわれに説いた。 （10） そ
して，アードラーは，まさしくここには，知的
洞察や芸術的創造と受容は人格を媒介にしての
み可能となるのであるが，しかし，それらがも
はや個人的なるものではなく，全人類的なるも
のであるのは，いかにしてなのか，このことが
示唆されている，ととらえるのである。人間の
営為は人格を介してなされる，けれどもこの人
間の営為は各人の思考や感情ではなく，すべて

方向」を同時に体験できたことから始まった，
社会存在の科学としてのマルクス主義をカント
をもって彫琢するという，アードラーの思想的
試みが結実するのは，1904 年にアードラーが
他のオーストロ・マルクス主義者たちと共に刊
行した『マルクス研究（ Marx-Studien ）』第一
巻に発表された『科学をめぐる論争における因
果性と目的論（ Kausalität und Teleologie im 
Streite um die Wissenschaft ）』においてであっ
た。この長大な論考は，自然経験の可能性の条
件を問い，そこから，自然存在の客観的，普遍
妥当的認識を論拠づけたのが，カントの認識批
判論であり，社会存在の認識と科学も，それが
真に社会存在を定立し，客観的に認識し得るも
のであるためには，このカントの試みに立脚し
なければならない，と主張した。そして，アー
ドラーにとっては，そのような社会存在の科学
であり得たのは，唯一マルクス的社会科学だけ
であった。 
 　以上のことを基本的前提にして，以下では，
アードラーがそもそもカントをどのように理解
したのかを，明らかにしたい。アードラーにお
いては，社会存在の科学としてのマルクス的社
会科学とカント批判哲学とは共振し合うもので
あった。それを支えたアードラーのカント批判
哲学理解とはどのようなものであったのか，こ
れが論究課題である。 

 Ⅸ．アードラーのカント理解―理論哲学
をめぐって― 

 　アードラーが『マルクス研究』第一巻に『科
学をめぐる論争における因果性と目的論』を世
に出した 1904 年は，カント没後 100 年にあた
り，アードラーは「イマヌエル・カント追想」
という表題の講演をおこない，カント批判哲学
が持つ普遍的価値を称揚している。ここでは，
これを対象にして，アードラーのカント理解を
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の人間を包括する意識の思考と感情であり，こ
の意味で非人格的なものである。 
 　自我と「意識一般」，人格と非人格的なるも
のについての問いこそが，アードラーがカント
批判哲学の核心として見出したものであり，
アードラーは，さらに進んで，この問いをとお
してカントが個人的なるものと社会的なるもの
への洞察をおこなったのだと，主張する。 
 　以上のような基本認識に立って，アードラー
は，まずカントの理論哲学を取り上げ，その中
心問題が「私は何を知ることができるのか」で
ある，とみなす。そして，アードラーによれば，
この問題は形而上学への関心を必然的に呼び起
こす。なぜなら，科学を含めた人間の知は，人
間の目的と分かちがたく結びついていて，この
人間の目的は，「人間の現存全体」へ向かう考
察をとおしてわれわれに与えられるのであり，
そして，このような考察こそが形而上学の本務
であるからである。つまり，「何を知ることが
できるのか」という知への批判的問いは，「学
としての形而上学はいかにして可能なのか」と
いう問いとなるのである。 （11）  
 　形而上学は，「一切の経験なしにただ純粋概
念上の究明をとおして認識を獲得することを望
む思考方向からなる，真なる，あるいは憶測的
な認識」 （12） である。したがって，それは，「諸
概念の論理的な帰結と諸概念の結合」 （13） によっ
て支えられている。これに対して，経験にお
いては，たとえば，場所が環境を，時間が過
去を，作用が原因を必要とするように，思考は
「制約されたもの」にしか関わらない。しかし，
思考と精神は，その完全さを求めて，これら「制
約されたもの」の諸条件の総体をとらえ，「無
制約なもの」へと進んでいかざるを得ない。こ
れが精神の形而上学的営みであり，これを支え
るのが人間の理性的能力である。人間理性は，
自己自身の論理にしたがって，必然的に経験か
ら生じる原理によっては答えることができない

問題，つまり，「一般的なる人間理性の本性か
ら人間理性に対して生じてくるような問題」へ
とつき進む。 （14）  
 　こうして，理性は「無制約性」を本質とする
純粋概念を形成することになる。「空間の無限
性」，「永遠の持続」，「第一原因と第一原動力と
しての神」，「究極の存在としての実体」，「不死
の魂」，「自発性と自己決定としての自由」など
の概念がそうである。今や，これらの純粋概念
からなる一つの世界が，「われわれの経験的な
現存」を超えてその上に構築されるのである。
アードラーは，このようにカントが理性の活動
をとらえると同時にそこに潜む矛盾を認識して
いた，と強調する。その純粋概念による理性の
論理の自己展開には，純粋概念の構築物の実体
化という陥穽が伏在している。そして，この実
体化と共に，理性の思考が理性自身に背反し，
理性を打ち砕くという事態が生じる。「純粋理
性の二律背反」とも言うべきこの事態こそ，カ
ント以前のすべての形而上学が認識できなかっ
たものであり，それゆえに，これまでなされて
きた形而上学的努力は無益に終わったのであ
る。形而上学が陥った迷路から形而上学を救
い出し，正しい道に導くこと，このことこそが
時代によってカントにつきつけられたテーマで
あった。そして，形而上学に正しい道を示す羅
針盤が「純粋理性批判」という試みであった。 
 　理性をディレンマに導き入れたのは，理性の
純粋概念の使用だったのであるから，この純粋
概念を批判することが必要となる。純粋理性
批判とは，「すべての経験を超越しているがゆ
えに最高の認識を所有していると盲信してい
る」 （15） 純粋理性に対しておこなわれる批判であ
る。しかも，「究極の，もっとも確実な真理」
は純粋理性によってのみとらえられ得ると信じ
られていたのだから，純粋理性への批判は，「そ
もそも確実なるものを知ることはいかにして成
功し得るのか」，「一切の知識は何をもって始ま
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るのか」，「いかにして経験は可能なのか」を問
わなければならないのである。 
 　以上のように，アードラーは「純粋理性批判」
という試みが持つ意味を明らかにし，それに続
いて，この試みを再構成していく。アードラー
がまず初めに取り上げるのは，「アプリオリな
綜合判断」であり，アードラーは，なぜカント
がアプリオリな綜合判断を「純粋理性批判」の
起点にすえたのかについて論究する。 
 　アプリオリな綜合判断は，たとえば「全体は
その部分よりも大きい」，「原因がなければ変化
はない」というような命題に示されているよう
に，「ただちに普遍的に妥当するがゆえに，そ
の内容を経験からは獲得できないもの」 （16） であ
り，したがって，内容的真理を意味するもので
はない。内容的真理についての命題において
は，諸物の特性や関係についての何がしかの認
識が表明されるのに対して，アプリオリな綜合
判断は，諸物の内容については何も表明しな
い。それは「一定の経験事象に具体化されてい
る思考の形式」なのである。さらに別の表現を
用いれば，それは「すべての経験の形式が具体
化したもの」，「経験を単に形式的に先取りする
もの」である。 （17） アードラーによれば，カント
的批判は，このようなアプリオリな綜合判断の
性質をまず初めに強調することによって，思考
の確実さの根拠は思考の内容ではなく，思考の
形式にこそあるということを明示したのであ
る。こうして，アードラーは，思考の内容的真
理を可能とする条件である思考の形式そのもの
へと向かい，そこにおいて真理を根拠づけよう
とすること，このことが「純粋理性批判」の新
たな立場だと論じる。 
 　思考の認識活動はつねに内容の多様性を伴
う。しかし，この新たな立場に立つ時，思考が
これらの内容をとらえる形式へと視線が転じら
れる。この「意識活動の普遍の形式的法則性」 （18）

 という地点で初めて，思考は「それ自身の存立

の条件」と向き合うことができる。これがカン
トにおける「精神の世界転回」であり，ここに
おいて，「精神は，他のすべての時代が真理と
して主張したもの一切の絶え間なき変化から，
すべての時代のすべての真理をそもそも可能に
するものへと目を転じるのである。」 （19） 各時代
がその時にある内容を真理だと認めることを可
能にするものは一体何なのか，これが問われる
のである。そして，このような「精神の世界転回」
と共に，初発に立てられた「私は何を知ること
ができるのか」という問いは，カントによって，
それまでの形而上学とはまったく異なる答えを
与えられることになる。すなわち，この問いは，
真理の究極的内容とは何なのかという独断的な
問いから，「いかに知識一般は可能なのか」,「い
かなる所，いかなる時においても考えることが
できる真理は，いかにして可能であるか」 （20） と
いう批判的問いとなる。探究の対象はもはや内
容的真理ではなく，「思考それ自身の形式的法
則性」なのである。 
 　思考の活動は人格においてなされ，その内容
は人格的に形成される。しかし，このようにな
される思考のすべてがその形式においては合致
し，この意味で非人格的なるものである。アー
ドラーは，この非人格的なる思考形式への転回
こそが，カントの教えの生命力の源だとみなす。
批判的方法をとおして，「われわれの精神的存
在とその活動の法則性」が，明確に認識される
ことになる。カントの批判的研究は，「人間の
認識一般の不変なる形式」へ迫るのであり，そ
のことによって，われわれの精神活動の一切
が，思考する意識一般の形式のうちに関連づけ
られるのである。 
 　このような思考の形式への，したがって思考
そのものへの批判的転回は，物と存在からの思
考の乖離を意味するのではなく，逆に，思考が
本当の意味でその世界を獲得することなのであ
る。このことが転回の客観的側面である。今や
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世界は思考の所産として定立されるのであり，
これまで二分されていた思考と存在がその溝渠
を超えて，架橋可能となる。ここにおいて問わ
れるのは，精神が物に到達する際の「認識諸様
式」である。カントは，この「認識諸様式」を
明らかにするという課題に取り組む新たな研究
方法を構築する。それは，「物そのものへ向か
うのではなく，物についての普遍妥当的な術
語を言明できるような認識様式」 （21） とはどのよ
うなものなのかを，確定しようとする。アード
ラーは，これがカントの言う「超越論的方法」
に他ならない，と主張する。「超越論的方法は，
この認識様式そのものを，そこで可能なすべて
の物を前にして考察するのであるから，ある意
味では物を超えていく。」 （22） しかし，そうであ
るからといって，これを「超越的」というよう
に誤解してはならない。「超越論的方法は，批
判を貫徹し，われわれの意識の形式的性質を解
明するための方法である。」 （23）  
 　以上のように，アードラーは，カントの「純
粋理性批判」を導いた「超越論的方法」の本質
を示した。そして，アードラーは，この「超越
論的方法」をとおしてカントがいかに「認識諸
様式」を論理構成したのかという，言わばカン
ト理論哲学の核心をなす問題へと迫る。「物か
ら物の認識様式への精神の方向転換」である「超
越論的研究」によって，感性的直観から悟性的
認識へと至る「認識様式」の展開の論理が明ら
かにされるのである。 
 　超越論的方法の出発点は，意識形式を受け取
る素材，すなわち「感覚質料」である。これが
所与のものをなす。しかし，この感覚質料の所
与性は，意識以前に意識から独立して与えられ
ているという意味ではない。質料の質的性質と
意識形式とは現実には分離して現れることは決
してできないのであり，超越論的方法は，認識
諸様式を獲得することをめざして，これらを抽
象によって分離しなければならないのである。

「超越論的方法の出発点をなす所与性とは，経
験の内容はその諸形式と同じようにはアプリオ
リに表すことがきないということ，したがっ
て，経験が成立するためには，その内容はまさ
しく与えられねばならないということ，このこ
とを意味するにすぎない。」 （24）  
 　アードラーは，カントにおける経験の所与，
感覚質料について，それは「経験の，それ自体
として存在する物的な残余であって，意識その
ものの形式から独立して存在しており，意識の
諸形式によってとらえられるだけである」とい
うように誤解してはならない，と注記して強調
する。 （25） このような誤解に潜む実在論的二元論
は，超越論的ではなく，超越的なものである。
アードラーによれば，「この経験の所与が意味
するのは，意識の諸形式はそもそもの初めから
感覚にしたがって色づけされるという仕方での
み作用するということ」 （26） に他ならない。意識
はその形式においてつねに同時に質的に規定さ
れているのであり，感覚質料は「意識そのもの
の現存の質的様式」である。このことをアード
ラーは，「意識の諸形式は意識の主観的極であ
り，感覚質料はその客観的極である。」と言い
表している。 （27）  
 　以上のような意識の形式とその質的内容との
超越論的関係の中で所与性の意味が正しく理解
されるならば，感覚質料なるものがすでに「独
特の秩序」の下にあることが了解される。「感
覚の構成要素すべてが，他の諸要素と関連づけ
られて，これらに対して同時的な関係にある
か，先行的な関係にあるか，後続的な関係に
あるかのどれかの関係にあり，そして，それ自
身何がしかの時間的持続を受容している。さら
には，一切の感覚複合物のどれもが，どこかあ
る所に固定されて現れる。」 （28） すなわち，所与
の感覚質料は，時間的規定と空間的規定にした
がって秩序づけられて，われわれに対して出現
するのである。しかし，この秩序づけは，色や
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音等の所与の質的性質に起因するものではな
い。質料の時間的，空間的規定は，質料の性質
そのものからは出現しないがゆえに，それは唯
一，認識自身の本性からしか生じない。「空間
と時間は，われわれの認識の形式であり」，す
べての認識素材が把握されるための「特別の認
識様式」である。このようにして，カントは，
空間と時間を形式とする認識様式を導き出した
のであり，カントはそれを直観，あるいは感性
と呼んだのである。 
 　感性的直観という認識様式は，おのずからさ
らなる認識様式へと至る。空間と時間はどうし
ても直観の条件にすぎず，したがって，空間的
規定と時間的規定のみによっては，個々の所与
の集まりが統合されて，一つの全体になること
はできない。たとえば，空間における単なる
線について，われわれが一本の線という認識を
おこない得るためには，感性的直観によって与
えられた表象の多様が統一へと結合されなけれ
ばならない。この合成の行為によって成立する
「統一への結合」は，直観とは決して分離する
ことができないものだが，しかし直観の単なる
条件のうちには存在し得ないものである。それ
は，「そもそもこのような直観ではなく，概念，
すなわち悟性の行為である。」 （29） こうして，カ
ントの超越論的方法は「第二の認識様式」に辿
り着く。「感覚の多様なるものを一概念へ合成
することは，直観における単なる秩序づけと同
様に，認識の根源的機能である。それゆえに，
この合成の本源的な方法が存在するだけ，概念
も同じだけアプリオリに見出されねばならな
い。」 （30） これが純粋悟性概念，カテゴリーである。 
 　悟性という「第二の認識様式」についてこう
論じる時に，同時にアードラーは，感性と悟性
を根本的に分離しているとみなすことは，カン
トについての誤解だと，強調する。アードラー
によれば，「カテゴリーは感性と直接に関連し
ており，それは直観における多様なものが合成

されてあることを発見する方法以外の何もので
もない。」 （31） そもそもカント的批判の核心点は，
「いかにしてカテゴリーと直観の統合だけから，
われわれが経験と呼ぶものが生じるのか」を明
らかにし，そして，「概念がただそれ自体とし
て使用されるや，しかしながらただちに，仮象
と幻影の王国が立ち上がってくるだろう」とい
うことを示すことであった。 （32）  
 　以上のように，物の認識様式への方向転換を
意味した超越論的アプローチは，いかにして認
識において，純粋なる直観諸形式と純粋なる諸
カテゴリーの機能をとおして，所与のものが統
一へと結合されるのかを明らかにする。この基
本的到達地に立って，アードラーは，認識への
超越論的アプローチがその完結に達する地点を
明るみに出す。時間と空間，そして諸カテゴ
リーによって成立する質料の多様なるものの統
一はそのすべてが，唯一意識の中で生起する。
この統一のすべてが一つの意識の下に統括され
ているのであり，この意識が自己自身の行為と
して統一への合成という作用を有しているので
ある。「こうして意識性という性格によって，
一切の意識行為が一つの統一と直接に関連する
ことになる。それゆえに，カントはこの統一を
アプリオリな統覚の綜合的統一，あるいは自己
意識の超越論的な統一と呼ぶのである。」 （33） こ
うアードラーは述べる。 
 　この統覚の綜合的統一が初めて，所与の諸表
象の多様なるものについて，「私はこの表象そ
のものにおいて意識の同一性を表象する」とい
うことを可能にする。「これらの諸々の表象は，
……自我の形式の下で，不可分の全体へと注ぎ
込んでいき，そこで個別の認識の一切が認識の
体系を構成できる」のである。 （34） こうして，アー
ドラーが強調するところによれば，「個々にお
いて活動する認識の具体的な行為の一切が，一
つの焦点に集められ，そして，この焦点におい
てそれらは強度を持つ統一的な意識と関連づけ
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られて把握されるがゆえに，今や初めて単なる
所与からわれわれにとっての所与，すなわち経
験が生成するのである。」 （35）  
 　ここにおいて，カントによる純粋理性への批
判をとおして提起されているとアードラーが認
めた問い，すなわち「一切の知識は何をもって
始まるのか」，「いかにして経験一般は可能なの
か」は，その解決を見出す。カントにおいては，
われわれの経験としての世界は，「われわれの
意識の中で共同に作用する認識諸様式」が密接
に相互連関し合うことによって，構築されるの
である。この事態こそ，精神が「自己自身の所
産としての経験」に向かい合うということの超
越論的意味に他ならない。したがって，この精
神は絶対精神などではない。なぜなら，もしそ
うであれば，それは超越的なるものであるだろ
うからである。それゆえに，この精神はカント
によって「意識一般」と呼ばれたのである。「意
識一般」は，個々の個人的認識主体を超えて存
在する超越的主体といったものではない。そう
ではなく，それは「各認識主体における思考の
形式規定性」 （36） として，これら認識主体の個別
意識をとおして現れるものである。各認識主体
がおこなう認識は，そもそもの初めから「意識
一般」という形式規定を受け，その思考法則に
したがうのであり，それだからこそ，各認識主
体の認識する対象は客観的妥当性という性質を
持つことができるのである。 
 　以上のように展開された認識への超越論的ア
プローチにもとづけば，「経験可能な世界の対
象についてのすべての知識」は，「感覚質料が
意識によって取り入れられ，統一され，関係づ
けられるというような方法」 （37） によって，初め
て成立することになる。そして，この意識とは
究極的には「意識一般」であるのだから，「意
識一般」としての意識の思考法則がわれわれの
経験とそれについての知を可能にする根本条件
をなす。この根源的事態が明らかにされた時，

「私は何を知ることができるのか」という問い
に答えることが，ようやく可能となる。アード
ラーによれば，次の章句こそ，カントがこの問
いへの答えを言い表したものである。 
 　「われわれは，諸カテゴリーによることなし
には，いかなる対象も思惟することはできない。
けれども，われわれは，［カテゴリーという］
あの概念に対応する直観によることなしには，
思惟されたいかなる対象も認識することはでき
ない。さて，われわれの直観はすべて感性的で
ある。そして，こうした認識は，認識対象が与
えられているかぎり，経験的である。経験的認
識は，しかし，経験である。したがって，われ
われにとっては，もっぱら可能的経験の諸対象
についての認識以外には，いかなるアプリオリ
な認識も可能ではない。」 （38）  
 　そして，アードラーは，カントのアプリオリ
な認識について，以下のように結論づける。 
 　「カントの哲学は一切の知を経験の上に基礎
づける。しかし，すべての経験は概念と直観の
一体系を前提にし，しかもこれらの概念と直
観はただ経験において見出すことができるのだ
が，それでも経験から生じるのではない。カン
トの哲学は，それゆえにこそ，一切の知を経験
の上に基礎づけることがいかにして可能なのか
を，明らかにしようとするのである。このこと
がカントのアプリオリに他ならない。」 （39）  
 　この時，「学としての形而上学はいかにして
可能なのか」という，形而上学への自己批判的
な問いは，どのように答えられるのだろうか。
アードラーによれば，アプリオリな認識を明ら
かにするというカントの試みは，同時に，感性
的直観は純粋悟性概念から隔絶させては不可能
であるが，純粋悟性概念は直観がなくとも使用
されるということを示した。直観なしに純粋悟
性概念が使用される場合には，物の性質の一切
を捨象したまま，物の概念について思考がなさ
れることになる。言い換えれば，思考は，純粋
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悟性概念に対して秩序づけるべき内容が存在し
なくても，秩序と統一をめざすのである。純粋
理性の弁証法の根源は，ここに存する。こうし
て，神と世界の全体性，魂と不死性がわれわれ
の認識にとって真の客体であるかのような見せ
かけが生じる。この理性の背理という事態に対
してカントが取った態度について，アードラー
は，以下のように述べる。 
 　「しかし，カントはこれらの最高の本質的存
在を単なる理念に解消した。カントは，理念と
は自己の概念的完成をめざす思考の単なる方向
であることを，証明する。したがって，これら
の概念はわれわれにとっては現実的認識を意味
するものではない。カントにとっては，直観の
ないところには認識は成立し得ない。」 （40）  
 　形而上学への批判的問いに対してカントが与
えた答え，それは，「単なる純粋悟性ないしは
純粋理性からする物の認識はすべて，単に仮象
にすぎず，経験の中にのみ真理はある。」とい
うものだった。「神，魂，そして不死性につい
ての学としての形而上学」は仮象でしかない。
これに代わる真の「学としての形而上学」は，「経
験の純粋諸概念の体系」についての学でなけれ
ばならない。 （41）  
 　以上のように，アードラーは，カントの批判
的理論哲学を論じた。カントの批判的試みは，
教条的な形而上学を破壊し，その囚われの身に
なっていた人間の意識を，したがって思考を解
放することを意味した。この意味で，カントは
破壊者であり，解放者であった。そして，アー
ドラーによれば，人間の思考の普遍的解放は未
完の課題であり，それゆえに，カントは今日な
お，われわれに働きかける存在なのである。 

 Ⅹ．アードラーのカント理解―実践哲学
をめぐって― 

 　理論哲学と並んでカントの批判哲学の柱をな

した実践哲学は，「カント追想」ではどのよう
にアードラーによってとらえられたのであろう
か。アードラーが実践哲学を考察している部分
は，理論哲学のそれと比べて小さく，ここには
カントへのアードラーの関心の性格が示されて
いるだろう。すなわち，シュタムラー，さらには，
ベルンシュタイン等を代表者として，「党の内
外で新カント的運動によって試みられている，
社会主義の政治的要求のカント実践哲学への還
元」に抗して，「社会主義に対して厳密なる科
学概念を彫琢すること」が，アードラーには重
要であり，その基礎となるのが，「カントの認
識批判の理論的方向」であった。 （42） したがって，
アードラーがカントの実践哲学を論じる時，新
カント派における科学（理論）と実践の混同を
克服するために，「倫理と実践的評価一般」を「認
識と理論的判断」から区別するということが，
念頭におかれていた。 
 　アードラーがまず強調するのは，カントは理
論哲学から実践哲学に移行する際に首尾一貫性
を失ったという否定的見解や，理論へ実践を持
ちこむという新カント派の傾向は，理論と実践
が「精神生活のまったく異なった本性を持つ」
領域であることについての認識の曖昧さに起因
しているということである。精神の態度に関わ
る問いは，理論領域においては「私は何を知る
ことができるのか」であったが，実践的領域に
おいてはこの問いは，「私は何をなすべきなの
か」である。つまり，実践哲学が考察するのは，
精神的存在のおこない，意欲，行動である。 
 　カントの実践哲学，すなわち，「実践理性批
判」は，「理論理性批判」においてと同じように，
超越論的方法を用いる。これをとおして，実践
へのアプローチの方向は，その内容からその合
法則的な形式へと転向される。「いかなる意欲
が善なる意欲なのか，いかなるおこないが正し
きおこないなのかという，普遍妥当的な区別を
なすための基準は，意欲の内容にあるのではな
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い。」 （43） この基準は「意欲自身の性質」から生
じる。ここから，アードラーは，認識において
の「意識一般」と即応するような「意欲自身の
性質」へ言及する。 
 　「認識が，すでに個別的認識主体において，
その形式によってすべての認識主体を意識一般
へ包括するという性質を持っているのと同じよ
うに，意欲もまた本質上すべての意志主体を包
括する。すなわち，各々の意欲は，現実生活の
中でのその具体的な活動において，数多くの他
者の意志活動の網の只中に現れるだけではな
く，個別化された自己判断の状態において，人
間の意欲一般の行為として以外には現れること
ができないのである。」 （44）  
 　各個人の意欲のアプリオリな条件が「意欲一
般」であり，このことをとおして，各個人の意
欲はそもそもの初めから，他者の意欲と共に，
一つの統一体に関連づけられているのである。
しかし，「人間の意欲一般」は，「意識一般」が
そうであるのと同じように，個人を超えた超越
的存在ではない。それは個人の中にしかなく，
個人をとおしてのみ実現され得る。個別の意欲
主体がなすおこないがこうした「意欲一般」の
おこないである場合には，すなわち，各個別主
体の目的が「個人的な意欲としてばかりでな
く，万人の意欲として可能であるとみなされ
る」場合には，個別主体は，その目的が脅威に
さらされる危険に陥らないですむ。このような
意欲の目的が，正しき目的であり，それを実現
するものが善なる行為である。なぜなら，この
ような意欲の目的だけが，「すでに普遍的意欲
として示されている他の意欲」に対立しないか
らである。このことが「普遍妥当的意志の原
理」であり，善悪の区別を真に基礎づけるので
ある。 （45）  
 　この地点でアードラーが強調するのは，カン
トがこのように普遍妥当性の原理をもって善な
る行為を基礎づける時に，実践と理論について

厳格な概念的区別をおこなったということであ
る。この普遍妥当性の原理は意欲のそれであ
り，認識（思考）のそれとは明確に区別されな
ければならない。なぜなら，認識の普遍妥当性
が意味するのは存在の必然的法則性であるから
である。意欲の実践的合法則性はこれと同じよ
うな意味において正しき行為が存在するという
ことを語るのではない。そうではなく，それは
「何が正しき行為なのか」を示すだけである。 
 　意欲の実践的合法則性は，「正しき行為」の
必然的存在を指示するような法則性ではない。
したがって，正しき行為はつねに必然的に存在
するというものではない。「これとは反対に，
現実に生活の中に現れるがままの意志というも
のは，極めて多様な活動根拠によって決定を受
けて存在している。それゆえに，意欲を，意欲
自身の合法則性によって，つまり，これら多様
な可能なる意志内容の一切の中で唯一正しき意
志の型によって，決定するということは，ただ
単に当為として，命法として現れることにな
る。」 （46） そして，この当為としての意欲の合法
則性の内容が，アードラーによれば，「君の意
志の格率 [ 行動方針 ] が，つねに同時に普遍的
立法の原理として通用することができるように
行為しなさい。」 （47） という，カント『実践理性
批判』の有名な文である。 
 　このようにして，実践哲学における超越論的
方法は，理論哲学における超越論的方法が思
考の合法則性として論理的な「ざるを得ない
（Müssen）」を指示するのに対して，「なすべし
（Sollen）」を指示するのである。意欲の普遍的
合法則性は，日々生活の中に現れる意欲の経験
的姿に対しては，「君なすべし」をもって向き
合う以外には，何もなすことができないのであ
る。 （48）  
 　以上のように，アードラーは，カントの批判
哲学においては，認識独自の領域と意欲独自の
領域，すなわち，人間の理論的態度と実践的態
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度とが厳格に区別された，と強調する。アード
ラーの指摘にしたがえば，このカントのおこ
なった区別がしっかり認識されると，カントが
理論的にはその存在を支持できないとして理論
領域から排除した神，自由，不死性の理念を，
実践領域に導入したということも，その本当の
意味が，明らかとなる。カントはこれらの理念
を存在として理論から取り除き，要請として実
践に導入したのである。したがって，カントが
これらの理念を実践に導入して，それらの実在
を道徳の必然的な前提にしようとした，ととら
えるのは，理論と実践の区別についての曖昧さ
に起因するカントに対する誤解に他ならない。 
 　こうした誤解に抗して，アードラーは，これ
らの理念に「先行している，まさしく意志独自
の行為である道徳が，自己自身の目的のため
に，それらを要求するのである。」と述べる。 （49）

 われわれは，自分が意欲したものを実現すると
いう目的のために，理性を実践的に使用するの
だが，このことからこれらの理念は生じるので
あり，そうである限りで，それらは意味を持つ
のである。 
 　アードラーは，このことをあらためて次のよ
うに論じる。 
 　「問題となるのは，われわれがわれわれ自身
の行為そのものの目標定立として，これらの観
念を形成するということである。われわれ自身
が神と同じように意味を持った存在であろうと
するがゆえに，われわれはわれわれに神を創る
のである。われわれが外的強制から自由になろ
うとするがゆえに，われわれは自由を定立する
のである。」 （50）  
 　したがって，カントは，理論哲学において批
判的に退けた形而上学的実在をそのまま同じも
のとして実践哲学に導き入れたのではない。そ
うではなく，アードラーによれば，カントにお
いては，理論と実践の区別の上に立って，理論
において形而上学的実在が解体され，それが要

請として実践の中に導入されたのであり，その
ことによって，われわれ自身の意欲から神を創
造し，自由を定立し，そして不死性を要請する
という精神的活動のための余地が，われわれに
与えられたのである。そして，この余地を与え
てくれたものこそ，つまり，実践領域をわれわ
れに真に示してくれたものこそ，批判的理論哲
学に他ならなかった。 
 　以上のように，「カント追想」においてアー
ドラーはカント批判哲学について再構成した。
この「カント追想」の最後には，「社会学的展望」
と題された興味ある節が設けられている。 
 　そこでは，まず，カントの哲学において提起
された，「私は何を知ることができるのか。」や
「私は何をなすべきなのか。」等の問いは，最終
的には，「人間とは何であるのか。」という問い
へと至る，と主張されている。そして，アード
ラーは，カントをとおして，この「人間とは何
であるのか。」という問いに対して，「認識批判
的に基礎づけられた答え」，すなわち，「人間と
は社会的存在である。」 （51） という答えが与えら
れた，と指摘して，次のように論じる。 
 　「人間の認識が普遍妥当的な諸形式によると
いうこと以外に可能でないのと同様に，した
がって，いかなる個人的思考も最初からすでに
全人類の思考との関係の中にあるのと同様に，
人間の意欲と行動もまた，その正しいあり方と
しては，同じ普遍妥当性への間断なき関係にお
いて以外には，可能でない。」 （52）  
 　こうして，アードラーは，カントの意識批判
の哲学から，「社会的なる思想が前代未聞の強
度で現れ出る」と強調したのである。アードラー
によれば，カントにおいてこそ，「社会的なる
思想はもはや単なる社交性への衝動の上に基礎
づけられたのではなく，それはすべての経験と
すべての意欲の諸条件の一つとして認識され
た」のである。 （53） このような「社会的なる思想」
を根底にすえたことによって，カントの批判哲



57マックス・アードラーとR. シュタムラー社会科学認識批判（3）（岸川）

学は新たな人間観に到達できた。この人間観に
よれば，一方では，世界はこの人間の認識諸形
式をとおして万人に対して現に存在するものと
なり，他方では，このような世界がこの人間の
意志によって万人のために作り変えられなけれ
ばならないものとなる。 （54） このことが，アード
ラーがカント批判哲学から導き出した「社会学
的展望」であった。 
 　以上の行論から明らかになったのは，アード
ラーが「人間とは社会的存在である。」という「社
会的なる思想」を，カントの批判哲学の要諦と
して読み取ったということである。しかも，アー
ドラーは，この「社会的なる思想」をカントの
実践哲学だけではなく，いやむしろ何よりも理
論哲学の中に発見したのである。理論哲学にお
ける「社会的なる思想」，これこそが「意識一
般」の概念であった。すべての認識主体はその
自己のうちですでに他の認識主体と結び合わさ
れて「意識一般」へ包摂されているがゆえに，
すべての者に対して普遍的に妥当する対象認識
が可能となるのである。『科学をめぐる論争に
おける因果性と目的論』のアードラーは，この
ような「意識一般」に，「直接に個々の意識を
超えて行く社会的視点」を認識した。「人間存
在の社会的性格もまた超越論的哲学と関係を有
すること」，このことが前景化されなければな
らないのである。 （55）  
 　カントの批判哲学に示されていた「人間存在
の社会的性格」の超越論的認識について，さら
なる展開をおこなうこと，そして，それをマル
クスの「社会化されている人間」の概念と連結
させ，人間の社会存在の科学としてマルクス社
会科学を彫琢すること，このような思想的営為
へとアードラーは進んでいく。その時，アード
ラーは，新カント派の目的論的な精神科学，と
りわけシュタムラーの目的科学と社会認識を批
判的に克服できる地点に辿り着くことになる。
それはいかなるものであったのか，これを明ら

かにすることが次稿の課題である。 　
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